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平成 30年度第 1回北広島市市民参加推進会議 会議概要 

日  時 平成 30年 5月 29日（火）午後 6時 30分から 

場  所 市役所 4階会議室 4Ｃ・Ｄ・Ｅ 

出 
 

席 
 

者 

委員 

（9名） 

北川委員、杉本委員、竹内委員、中野委員、穂刈委員、 

浦野委員、小池委員、深村委員、高橋委員 

事 務 

局 
米川室長、髙嶋主査、梅木主任、畠山主事 

傍 聴 

者 
 

会議次第 

１ 開 会 

２ 委嘱書の交付 

３ 市長あいさつ 

４ 委員、事務局の紹介 

５ 会長、副会長の選出 

６ 会長、副会長あいさつ 

７ 会議録署名委員の選出 

８ 説明事項 

（1） 市民参加推進会議について 

９ 協議事項 

（1）平成 30年度市民参加手続きに係る事前評価について 

10 その他 

11 閉 会 

配布資料 

平成 30年度第 1回北広島市市民参加推進会議次第 

平成 30年度市民参加実施予定・実施状況一覧 

平成 30年度市民参加実施予定・実施状況評価調書 
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１．開 会 

事務局：それでは、定刻になりましたので、ただいまから平成 30年度第 1回市民参加推進会 

議を開会します。 

私、市民環境部市民参加・住宅政策室 室長の米川です。よろしくお願いいたしま

す。また、この４月から市民参加に係る業務が企画課より市民参加・住宅施策課へ

引き継がれましたので、その旨ご報告申し上げます。 

市民参加・住宅施策課では、今まで企画課で担当しておりました業務のうち、市民

参加のほか、市民協働、男女共同参画、ＮＰＯ認証等の業務も合わせて引き継いで

おりますのでご報告いたします。 

２．委嘱書の交付 

事務局：それでは早速ではありますが、会議に先立ちまして、上野市長より本日付けで北広

島市市民参加推進会議委員に委嘱されます 9 人の方に、委嘱書を交付させていただ

きます。 

市長からお一人ずつお渡しいたしますので、お名前を呼ばれましたら、その場でご

起立いただきたいと思います。≪委嘱書の交付≫ 

３．市長あいさつ 

事務局：それではここで、市長からご挨拶を申し上げます。上野市長お願いいたします。 

市 長：本日は、大変お忙しい中、北広島市市民参加推進会議にご出席いただきまして誠に

ありがとうございます。 

また、皆様方には日頃から市政の推進にあたり、ご理解とご協力を賜っております 

ことに、この場をお借りして厚くお礼申し上げます。 

ただいま、皆様に委嘱書をお渡しいたしましたが、皆様におかれましては、委員を 

快くお引き受けいただき、誠にありがとうございます。 

改めてお礼を申し上げる次第であります。 

さて、市民参加推進条例につきましては、平成２１年、市制における市民参加 

の対象、方向等の基本的事項を定め、市民の皆様と市が協力をして、市民生活の向 

上等を図ることを目的に制定されました。制定にあたり、すべて公募による市民の 

検討委員会、市議会において議論をされ、多くの方々が関わり誕生したものであ 

ります。今年で１０年目を迎え、これまで、市の政策に対し、パブリックコメント 

や審議会など様々な方法による、市民参加がなされてきており、着実に市民参加の 

推進が図られてきているところであります。 

また、今年２月には、推進会議におきまして、市民参加に係る課題や、市民参加の 

更なる推進に向けた方針・方策などについてまとめられた報告書をいただいたとこ 

ろであります。今回、委員となられました皆様には、２年間、大変ご苦労をおかけ 

■会議録 
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することとなりますが、引き続き、市民参加の推進に向けた、ご審議をお願いを申 

し上げ、ご挨拶とさせていただきます。 

４．委員、事務局の紹介 

事務局：続きまして、初対面の方もいらっしゃいますので委員の皆様には、ここで簡単に自

己紹介をお願いいたします。 

《自己紹介》 

事務局：続いて事務局の紹介をします。 

《自己紹介》 

 

５．会長、副会長の選出 

事務局：それでは、次に次第５の会長と副会長の選出に入ります。 

北広島市市民参加条例施行規則第 8 条第 1 項の規定により、会長と副会長は「委員

の互選」により決定することとなっておりますが、これまでの推進会議の流れなど

を踏まえ、会長と副会長の選出について事務局案を作成しているところであります。 

ご異議がなければ、事務局案をお示しするということでいかがでしょうか？ 

    《異 義 な し》 

 

事務局：それでは、事務局案をお示しいたします。 

会長・副会長ともに今回２期目となる委員さんから選出させていただきました。 

会長につきましては竹内委員、副会長を北川委員にお願いしたいと考えております。 

以上ご審議をお願いいたします。 

事務局：ただいま事務局案をお示しいたしましたが、委員の皆様、よろしいでしょうか。 

もしよろしければ委員の皆様の拍手をもって決したいと思います。よろしくお願い

いたします。 

 

《拍      手》 

事務局：皆様のご承認をいただきましたので、会長に竹内委員、副会長に北川委員に決定を 

させていただきます。 

 

６．会長、副会長あいさつ 

事務局：会長・副会長から就任にあたり一言、ご挨拶をお願いします。まずは、竹内会長か 

らお願いいたします。 

会 長：《あいさつ》 

事務局：続いて、北川副会長お願いします。 

副会長：《あいさつ》 

事務局：ありがとうございました。 

≪市長、公務の都合により退席≫ 
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ここからの進行は市民参加条例施行規則第 8条第 5項の規定により、竹内会長にお 

願いします。 

 

７．会議録署名委員の選出 

議 長：それでは、ここからは私が進行させていただきます。 

会議録署名委員の選出についてですが、会議録の署名につきましては、会議録の内

容が正確であることを証明するため、署名委員を議長が指名することとなっており

ます。 

名簿順ということで、今回は浦野委員にお願いしたいと思います。浦野委員、よろ

しくお願いします。 

    

８．説明事項（1）市民参加推進会議について 

議 長：それでは、続きまして、次第の８番 市民参加推進会議についての説明を事務局か 

らお願いします。 

事務局：それでは、説明事項の方に入ります前に、本会議につきましては、北広島市市民参

加条例施行規則第 8条第 6項の規定により出席委員が過半数を超えておりますので、

会議が成立しますことを事務局より報告いたします。 

また、念のため配布資料の確認をさせていただきます。 

１.会議次第、２.資料 1「平成 30 年度市民参加実施予定・実施状況一覧」、３.評価

調書、４.市民参加条例のコピー、５.評価対象事業に関する補足資料 

お持ちでない場合は、予備がありますので、お知らせ願います。 

それでは説明事項に入ります。 

事務局：ご説明させていただきます。説明資料といたしまして、別紙「平成 30年度第 1回市

民参加推進会議次第」をご覧ください。 

限られた時間の中、後段の協議事項もございますので、説明につきましては、お手

元にお配りしております資料に沿って要点のみご説明申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 

まず、お手元の会議次第の２Ｐの下段、市民参加推進会議の位置付けについて、本

会議については、市民参加条例に基づく、市の付属機関として位置しており、市民

参加の実施、運用等について評価、審議をしていただくための会議となっておりま

す。 

次のページ、３ページを開いてください。 

市民参加推進会議の審議事項については、市民参加条例第１５条に記載しておりま

すが、市の基本計画の策定や変更、市政に関する基本的な方針を定める条例の制定、

改正、廃止などに対する市民参加のあり方の審議・評価などをしていただきます。 

４ 会議の公開については、本会議は市ホームページにて、会議録等を公表いたし

ます。 

今後の予定としては、第１回の本会議は平成 30年度に行う事前評価、第 2回は平成
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29 年度に行った事後評価を予定しており、第 3 回以降については、前年度にまとめ

た「北広島市における市民参加」に関する報告書に基づき、課題整理に向けた検討

を行って参りたいと考えております。 

私からの説明につきましては以上でございます。 

議 長：ただいまの事務局の説明について、なにか質問はございませんか。 

委 員：《質問なし》 

 

９ 協議事項１「平成 30年度市民参加手続きに係る事前評価」について 

議 長：それでは、協議事項（1）平成 30 年度市民参加手続きに係る事前評価について、事

務局より説明をお願いします。 

事務局：「平成 30年度市民参加手続きの事前評価」につきましてご説明申し上げます。 

本日は、今年度に実施いたします市民参加手続きにつきまして、委員の皆さんに事

前評価をお願いしたいと思います。 

本日、事前評価していただきますのは、全 7事業となります。事業につきまして、1

番から順番に説明いたしますので、1 件ごとに評価をいただくという形で進めてま

いりたいと思います。 

また、事前評価にあたっての視点としましては、個別調書に記載してありますよう

に、 

①市民参加の方法、組み合わせ、実施時期は適切であるか？ 

②市民参加の目的と目標値は適切であるか？ 

③市民が参加しやすい工夫がなされているか？ 

④市民の意見の取り扱いでなにか留意すべき事項はないか？ 

の以上 4 点を中心に意見をいただき、推進会議全体として。「適正である」「概ね適

切である」「適切でない」から評価をしていただききます。評価以外に附帯したほう

が良いと思われる意見等につきましても合わせて推進会議の意見として事業実施担

当課の方へお伝えすることとなります。 

議 長：ただいま事務局から説明がありましたが、これらについて何かご質問はありますで

しょうか。 

委 員：≪質問なし≫ 

議 長：それでは、1ページ目、整理番号 1から、事業内容につきまして説明をお願いしま 

す。 

事務局： ≪2019推進計画の作成について説明≫ 

議 長：質問はありますか 

委 員：補足資料は前回もありましたか？ 

事務局：前年度も同様の資料を提示しています。 

委 員：昨年、2017推進計画において、市民会議をやること自体をＨＰでの周知のみで、 

広報に載せないのかといった質問があったと記憶していますが、今回はどうお考 

えなのですか 



－ 6 - 

事務局：市民会議自体の周知ということですが、ＨＰで周知はしてますが、広報で周知して 

いるかは、こちらで調べて次回、回答いたします。 

補足説明ですが、市民会議の参加の意向の確認は、無作為で 1000名の市民へ文書を 

送付し、参加の意向があった方から選考をしています。 

議 長：質問は以上でよろしいでしょうか。それでは採決に移りたいと思います。 

整理番号 1「2019 推進計画の作成」の市民参加手続きにつきまして、事前評価の段

階では「適切である」としてよろしいでしょうか。 

委 員：≪異議なし≫ 

議 長：それでは、整理番号 1「2019推進計画の作成」の評価結果については、「市民参加手

続きは適切である」とします。 

議 長：続きまして、整理番号 2の説明をお願いします。 

事務局：≪地域公共交通網形成計画の作成について説明≫ 

議 長：質問はありますか 

委 員：自分自身、団地の説明会に参加しましたが、意見がたくさんあったり、資料も詳 

    細に渡っての説明もあり、大変活気のある説明会だったと記憶しています。 

    パブリックコメントについてはすでに実施しているようですが意見はありました？ 

事務局：意見はありませんでした。事前に説明会を実施していることも影響していると思わ 

れます。 

委 員：市民説明会の参加者の年齢構成は 

事務局：高齢の方が多かったという状況です。 

議 長：団地地区の説明会の時に話に出ていたのだが、会場に来るまで車で来た方が多く、 

車で来るということは、バスに乗っていない。ということはバスの利用率が少ない。 

そのためバスの利用促進のための事業がテスト的に実施されていたと記憶している。 

委 員：周知方法について、ＨＰでの周知だと能動的に開かないと情報が入ってこない。 

広報以外に、なにかほかの周知は考えていたのか。 

事務局：市民説明会においては、町内会の班回覧でリーフレットを配布する方法も行いまし 

た。 

議 長：公共交通は市民にとって身近な問題であると思います。 

委 員：地域によって関心度の格差があると思う。団地地区は関心度が高いが、大曲、輪 

厚地区は通勤通学に使うと混雑など、問題点があり、整理が必要だと思うが、 

市民説明会のあとの活性化協議会は何回くらいやるのか 

事務局：専門部会を作りながら、バス事業者、町内会、専門家なども含め会議を行います。 

公共交通の部分はまちづくりの柱であるので、丁寧に回数をかけて進めております。 

委 員：委員の人数、25人は決して多くない数字だと思うが、多すぎても意見がまとまらな 

いなどもある。地域ごとに差があるので、慎重に審議をお願いしたい。 

事務局：ご意見として頂戴します。 

 

議 長：質問は以上でよろしいでしょうか。それでは採決に移りたいと思います。 
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整理番号 2 の市民参加手続きにつきまして、事前評価の段階では「適切である」と

してよろしいでしょうか。 

委 員：≪異議なし≫ 

議 長：それでは、整理番号 2の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

 

議 長：続きまして、整理番号 3の説明をお願いします。 

事務局：≪立地適正化計画の作成について説明≫ 

議 長：質問はありますか 

委 員：パブリックコメントはすでに終わってますが、意見はありましたか 

事務局：ありませんでした。 

議 長：質問は以上でよろしいでしょうか。それでは採決に移りたいと思います。 

整理番号 2 の市民参加手続きにつきまして、事前評価の段階では「適切である」と

してよろしいでしょうか。 

委 員：≪異議なし≫ 

議 長：それでは、整理番号 3の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

 

議 長：続きまして、整理番号 4の説明をお願いします。 

事務局：≪平成 31年度当初予算の作成について説明≫ 

議 長：ご意見はありますが 

委 員：パブリックコメントの想定件数について、市民の関心度などで考慮しているのか 

事務局：前年度の件数が１３件なので、関心が高いと思われます。 

    補足説明なのですが、次年度の新規事業についてパブリックコメントを行います。 

新規事業の中には、北海道１５０年事業やリユース住宅活用サポート事業などの新 

規事業についてのご意見をいただきました。 

議 長：質問は以上でよろしいでしょうか。それでは採決に移りたいと思います。 

整理番号 4 の市民参加手続きにつきまして、事前評価の段階では「適切である」と

してよろしいでしょうか。 

委 員：≪異議なし≫ 

議 長：それでは、整理番号 4の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

 

議 長：続きまして、整理番号 5の説明をお願いします。 

事務局：≪次期子ども子育て支援プランの作成について説明≫ 

議 長：質問はありますか 

委 員：子ども・子育て会議の委員構成、公募市民の数が少ないということはあるか 

事務局：公募市民については広報等で募集をするが、応募がそれだけ来ていないということ 
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になろうかと思います。割合からするともう少し多い方がいいと感じるところでは 

あります。 

委 員：団体代表者というのはどういう団体か 

事務局：ＰＴＡや大学の教授や社会福祉施設の施設長、子育て団体代表者、幼稚園の代表、 

市民児童委員、学童保育の関係者となります。 

委 員：パブリックコメントにチェックが入っていないのは？ 

事務局：計画が平成２７年度から平成３２年度の５か年計画となっており、今年度について 

は、前段の作業としてアンケート調査までを実施して、それをもとに素案を作ると 

いった流れになります。 

委 員：子育て支援事業とはどういう事業か 

事務局：あいあいや学童、保育園や児童センター等も含まれ、地域で就学前、就学後などの 

の子どもを支援していくといった広い分野の事業です。 

委 員：それを含めてどれだけ利用しているかを把握するのか？ 

事務局：前回のアンケートでは、お子さんと家族の状況、親の就労状況、平日の教育、小学 

生については、放課後の過ごし方などが内容でした。おそらく、今回も似たような 

内容になるのではないかと思われます。 

委 員：アンケート調査は郵送配布で３０００部とあるが、過去に子育て関係でアンケー 

トを郵送したことはあるのか。若い人たちの回収率は低いのではないかと思って 

いる。 

事務局：前回、５５％くらいの半数以上の回収率となっている。北広島市では子育てについ 

ては、関心が高い傾向にあると思います。 

委 員：会議の構成委員に市民が少ないと意見があったが、子育て世代は夜は出られない 

ので、公募市民が少ないのは仕方がないかなと思います。アンケートであれば、 

広く意見を拾えるのでいいのかなと思いました。 

議 長：質問は以上でよろしいでしょうか。それでは採決に移りたいと思います。 

整理番号 5 の市民参加手続きにつきまして、事前評価の段階では「適切である」と

してよろしいでしょうか。 

委 員：≪異議なし≫ 

議 長：それでは、整理番号 5の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

 

議 長：続きまして、整理番号 6の説明をお願いします。 

事務局：≪子どもの貧困に対する実態調査について説明≫ 

議 長：質問はありますか 

委 員：この事業についても、アンケート調査を実施してから、計画の素案や対策等を作 

     っていく流れでしょうか 

事務局：そのとおりです。 

委 員：先ほどの支援プランのアンケートは３０００部でしたが、実態調査は２５００な 
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のはなぜなのか？ 

事務局：調査数につきましては、市で明確なルールを設けておりませんが、担当課によって、 

適切な数を設定しております。 

委 員：貧困に対する問題は重要だと思います。アンケートの結果のあと、審議会も開い 

てほしいが審議会等は開くのか 

事務局：意見として頂戴します。担当課へ審議会等の設置を検討する旨伝えます。 

委 員：アンケートの項目は国の様式等で決まっているのか、親の状況、経済状況等は答 

えづらいのかなと思いますが 

事務局：アンケートの調査項目は市町村ごとに設定しますので、答えやすいように配慮をお 

願いするよう意見として頂戴します。 

議 長：質問は以上でよろしいでしょうか。それでは採決に移りたいと思います。 

整理番号 6 の市民参加手続きにつきまして、事前評価の段階では「適切である」と

してよろしいでしょうか。 

委 員：≪異議なし≫ 

議 長：それでは、整理番号 6の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

 

議 長：続きまして、整理番号 7の説明をお願いします。 

事務局：≪北広島市下水道事業経営戦略の作成について説明≫ 

議 長：ただいま、整理番号 7の説明がありましたが、意見や質問はありますでしょうか。 

事務局：下水道は今年で４０年以上経過し、管路の３０％弱が４０年経過し、耐用年数が５

０年となってますので、この 10年のうちに更新、補修等を進めていかないといけな

いということで、経営戦略の作成という背景があります。 

委 員：下水道事業の経営戦略といわれても、なにを質問したらいいのかわからない、 

上水と下水は別でしょうか？ 

事務局：別となっております。上水は企業会計で進めており、下水は市の会計でやってます。 

これからは、統合して企業会計で進めていく予定です。 

委 員：パブリックコメントにあたっては、十分な資料、説明がないと市民にはわかりづら

いと思う。 

事務局：ご意見として頂戴します。 

委 員：市民説明会はやらないのか 

事務局：担当課におきましては、専門的な部分なので、専門家を呼んで公募市民と審議会を

進めていく流れとしています。 

委 員：ごみの有料化では市民説明会を行ったので、今回もやった方がいいのではないか 

事務局：もし、利用料を値上げする、負担が増えるとなれば、市民説明会等を開いて説明が 

必要なのですが、経営戦略はその前の基礎部分の計画となります 

委 員：委託を考えているのか 

事務局：上水の方は委託しているが、下水については今のところ決まっていません。 
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委 員：下水につきましては、汚水は市民から料金をいただき、雨水は公費負担、税の負 

担で賄っています。今後１０年間で今ある資産の中でどう運営していくのか、方 

針を決めるという形になります。 

議 長：施設の老朽化等の問題があるので、どこから捻出するのかということもありますね 

委 員：延命化になるのか、改修していくのか、いろいろな方法が考えられると思います。 

委 員：審議会の委員は４名、公募市民と専門家がいるが、なぜ同じ人数なのか 

     公募市民が発言しづらいと思うが 

事務局：委員構成のバランスを考えたのだと思いますが、専門家と公平な市民目線からの意

見で進めていくと思います。 

 

議 長： 質問は以上でよろしいでしょうか。それでは採決に移りたいと思います。 

整理番号 7 の市民参加手続きにつきまして、事前評価の段階では「適切である」と

してよろしいでしょうか。 

委 員：≪異議なし≫ 

議 長：それでは、整理番号 7の評価結果については、「市民参加手続きは適切である」とし

ます。 

議 長：今回の協議事項 7件はすべて終了いたしました。 

１０ その他 

議 長：本日の議案は以上となります。最後に「その他」として事務局から次回会議開催時

期などに関して、委員の皆さまにお伝えすることはありますか。  

事務局：次の会議についてですが、平成 29年度における市民参加手続きの「事後評価」をし

ていただくため、６月下旪から７月上旪にかけて、第 2 回の会議を開催したいと考

えております。後日、こちらから電話にて日程調整のご連絡を差し上げます。なお、

日程調整につきまして、電話でなくメールでのやり取りのほうが都合が良いという

場合は、会議終了後、事務局にお伝え願います。 

    また、昨年度に引き続き、市民参加の一層の推進を目的に、「市民参加推進フォーラ

ム」の開催を考えております。開催時期や内容などの詳細については、次回の委員

会でお諮りしたいと思います。委員の皆さんにもご協力いただく部分もあるかもし

れませんが、よろしくお願いいたします。 

以上です。 

議 長：ただいまの事務局の説明について、なにか質問はございませんか。 

委 員：≪質問なし≫ 

１１ 閉 会 

議 長：それでは、本日の会議はこれで終了といたします。皆さん、お疲れ様でした。 

 

議事録署名委員                  


